
平成８年に水道法（昭和32年法律第177号）が改正され、平成15年に最終改正が行われた。

平成16年に水道法施工規則（昭和32年省令第45号）並びに給水装置の構造及び材質の基準に

関する省令（平成９年省令第14号）が改正されたことにより全国的に統一され、明確化された要件

による給水装置工事主任技術者、指定給水装置工事業者制度の創設、給水装置の構造及び材

質の基準と性能基準の明確化、給水管及び給水用具等の自己認証、第三者認証制度の創設等、

水道事業を取り巻く環境は大きく変化した。

これに対応すべく、本町においても給水装置工事設計施工基準を作成し、適正な給水装置工事

の確保を図るものである。

また、水道事業の健全な運営を確立するとともに、安全で衛生的な水の安定供給を行うために、

給水装置の使用者等との権利と義務の明確化を図り、健全な給水の保持を行うものである。
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・ 「　法　」 ＝ 水道法　（昭和32年法律第177号）

・ 「施行令」 ＝ 水道法施行令　（昭和32年政令第366号）

・ 「施行規則」 ＝ 水道法施行規則　（昭和32年厚生省令第45号）

・ 「基準省令」 ＝ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

（平成９年厚生省令第14号）

・ 「給水条例」 ＝ 新宮町水道条例　（平成10年新宮町条例第８号）

・ 「主任技術者」 ＝ 給水装置工事主任技術者

・ 「管理者」 ＝ 水道事業管理者

・ 「指定工事事業者」 ＝ 新宮町指定給水装置工事事業者
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6.7　さや管ヘッダー工法
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３．給水用具の故障と修理

４．異常現象と対策

５．事故原因と対策
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